
 

  

  

 

 

 

食品衛生法の改正により、令和３年６月１日より HACCPに沿った衛生管理が義務化されました。HACCPとは、 

安全性を確保するための衛生管理の手法です。本セミナーでは、HACCPによる衛生管理に事業者がどう取り組めば良

いかをわかりやすく解説します。これから始める方、何から始めたらいいか困っている方、是非ご聴講下さい。 

今回は個別相談会も行います。人数に限りがございますのでお早めに申し込み下さい。 

 

日  時  令和３年８月１０日（火）【午前の部】１０時～１２時（食品製造業向け） 

【午後の部】１４時～１６時（飲食業向け） 

 ※業種により衛生管理計画の作成が異なります。 

 

場  所  飯田商工会館１階 商店街交流ホール 
 

定  員  各２０名（感染症対策のため、１社１名様、先着順とさせていただきます） 

                                    

  〈セミナー内容〉  

【第一部】 基調講演（30分）   

          演 題 「食品衛生法改正について」    

          講 師 飯田保健福祉事務所 食品・生活衛生課 
        

【第二部】  講習会（60分）              

          テーマ 「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の確認事項」 

          講 師 （公財）長野県中小企業振興センター マーケティング支援センター 

 県産品コーディネーター 生稲 芳高 氏              

       【第三部】  個別相談会（30分） 

               ※午前・午後 各先着４社まで（１社あたり１５分） 

  

【申込方法】 下記申込書に必要事項をご記入の上、７月３０日（金）までにＦＡＸにてお申込みください。 
 
【主  催】 飯田商工会議所食品工業部会・料飲旅館部会 

 
【共  催】  飯田保健福祉事務所、（公財）南信州・飯田産業センター 

 
【お問合先】  飯田商工会議所  TEL（0265）24-1234  担当：小林、奥田 
※新型コロナウイルス感染症の状況により、セミナー内容の変更や中止とさせていただく場合がございますのでご承知おきください。 

『HACCP 導入セミナー』参加申込書 飯田商工会議所 行  FAX：0265-24-1141 

事 業 所 名  Ｔ Ｅ Ｌ  

事 業 所 住 所  希 望 時 間 午前の部 ・ 午後の部 

参 加 者 名                        個別相談会 希望する ・ 希望しない 

※個別相談会をご希望の方には後日時間を連絡させていただきます。 

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、2週間以内に発熱のあった方、喉・咽頭痛の症状のある方、体調の悪い方は参加をご遠慮ください。当日は

マスクの着用・検温・消毒等の感染対策を講じ開催致しますのでご協力をお願いします。 

※ご記入いただいた情報は、飯田商工会議所からの各種連絡、情報提供のために利用し、講師には参加者名簿として配布します。 

※当所発行の会報誌やホームページに掲載する目的で、セミナーの様子の写真を撮影する場合があります。 

食品を扱う全事業者が対象です！ 

  

 

 ＨＡＣＣＰ導入セミナー 


